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１．はじめに 

道路本来の重要な機能である人や車の交通や物資の輸

送以外に電気・通信・ガス・上下水道などのライフライ

ン，地下鉄・モノレールなどの公共交通機関，オープン

カフェや地下街などといった空間的利用もなされており，

道路の機能は多種多様である．道路法においてこういっ

た特別な使用は道路本来の目的（一般の使用）を妨げな

い範囲で規定されている． 

2008年4月に，近年の土地価格下落に伴い道路法施行

令で規定されている国道占用料単価を国土交通省が改定

した． 道路占用単価は固定資産税評価額を基準として

おり，土地価格の下落はそのまま道路占用単価の下落と

なった．今回の改定まで，多くの自治体は国道占用単価

を地方自治体が管理する道路についてもおおむね適用を

してきた．しかし地方自治体の財政収入が落ち込んでい

る背景から改訂後は各地方自治体の道路占用単価にばら

つきが生じ地方自治体間に道路占用料格差が生じている．

この道路占用料単価に各道路管理者が所有する道路内の

設備数量を掛け合わせた金額をそれぞれの道路管理者が

公益事業者から徴収している．しかし土地価格に基づく

方法は３章で述べるような問題をはらんでいる． 

本研究では，我が国の公益事業者に対する道路占用単

価に関するこういった現状の問題点を分析し，過去の道

路占用制度や歴史的背景について考察する．さらに，各

主要国における公益事業者に対する道路占用料はどのよ

うな論拠に基づいた課金制度になっているかを国際比較

し分析する．最後に日本の公益事業者に対する道路占用

料についてあるべき姿を論じる． 

２．既往研究等のレビュー 

現在の道路占用制度については，2006年6月に道路占
用単価改定に向けて国土交通省が「道路占用料制度に関

する調査検討会」において検討し，2008年4月のその報
告書1)に従い現在の道路占用単価に改定した．歴史的既

存研究については，鈴木ら2)3)は共同溝の歴史と電柱立

国とその後の問題点に着目し，歴史的に考察している．

北原4)は電信電話事業に特化した上で近代日本の道路占

用について歴史的に述べている．これらは道路占用制度

について一部触れているが，両者ともに歴史的考察のみ

で現道路占用制度へのフィードバックまでは踏み込んで

いない．海外の道路占用制度について調べたものは，渡

邊5)が米国においてインタビューを行い報告したものや

小幡6)がフランスの公物法について占用理論について述

べたものがあるが多国間の研究が行われた例は筆者の知

る限りない．これまで，戦後に道路法が確立するまでは

道路占用制度に関する多くの論議があったが，現在の道

路占用制度が確立した後の研究については国土交通省が

調査検討を行ったもののみである．そして制度の根拠と

なる土地価格に基づく対価説の検証や地方自治体におけ

る自治体間の不公平性についてまで検証したものはない

のが現状である． 

３．我が国における道路占用制度について 

 (1) 道路占用制度の法的根拠 

公物に対する一般法は国有公物については国有財産法，

地方自治体が所有する公有公物は地方自治体法によって

規定されている．その上で道路や河川などは道路法，河

川法といった実定法により細かく規定されている．我が

国の道路法7)では道路の使用について「一般の使用」と

「特別の使用」という分け方をしており，公物法の定義

には，①一般の使用②許可の使用③特許の使用となって

いる．現在の道路法における占用制度はこの中の②と③

の両方を含んだものである．例えばお祭りで路上を占用

するような場合は許可の使用であり，電柱やガス管を道

路内に占用するような場合は特許の使用とされている． 

(2) 我が国の道路占用料金算定方法 

次に我が国の道路占用料算定方法を述べる．道路占用

料は道路法39条第1項により規定されており国道におけ
るその額は道路法施行令第19条別表によって規定され
ている．その算定方法は以下の式に基づく． 

 

占用料の額＝ 道路の存する土地の更地価格（道路の

価格）× 設備の垂直投影面積× 使用料率× 修正率 
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これに基づき道路を甲地（東京都23区，人口が50万
人以上の市）乙地（甲地以外の市）丙地（町村）にわけ

占用物件ごとに金額を規定している． 

ここで道路の存する土地の更地価格は全国の固定資産

税評価額より取りまとめたものに道路の造成費を加えた

ものと定義している． 

また使用料率は，土地価格に対する賃料の比率であり

最も道路占用料に類似している全国の平面式月極駐車場

における賃料と土地価格の比率により決めている．最後

に修正率は，財産評価基本通達資料を用い架空設備（修

正率:50/100），地下設備（同:30/100）及び高架下設
備(同：5/7)で修正を加えている．  
(3) 我が国の道路占用制度の問題点 

道路は公共用物であり私権（財産権）と管理権は分

けられている．道路を税金で造っていることから納税し

ている市民のもの（みんなのもの）であり，納税者とサ

ービス受益者がほぼ同じであれば，徴税コストを考慮す

ると市民から住民税等により徴税することが妥当である． 

また公益事業者サービスの有無が土地価格決定要因のひ

とつでありその土地価格を用いた道路占用料価格を公益

事業者から徴収している．「国土交通省の不動産価格評

価基準」ではガス等の供給の有無や情報通信基盤利用の

難易といったものが決定パラメーターとなっている．9）

 そして市民が支払う公益事業者への公共料金が一定で

あるなら自治体が徴収する道路占用料金の差はそれが市

民サービスに利用されるとすると，不公平を生んでいる．

（以下各自治体市民間の不公平）ここで政令単価（国道

単価）が1996年以来12年ぶりの2008年4月に改定され
たことからその前後の相違を見るとする．国道単価はバ

ブル崩壊後の土地価格下落により表-1に示すように大幅

な下落となった．図-1，図-2に都道府県道における乙地

の第1種電話柱の政令単価改正前後の相違を示す．改正

前は多くの都道府県にとって政令単価が暗黙の上限であ

ったと思われるが，改定後は財政上の理由等によりそう

いった上限はなくなり大きくばらついたことがわかる．

これは市町村道についても同様の状況である． 

そして，東京都などの大都市は土地価格が全国平均より

高いことを理由に道路占用料単価を徐々に上げている． 

上記のことから二つのことが明らかである．ひとつ

は，同一エリアでも道路管理者の違いにより道路占用料

が違っている．二つ目は複数エリアにサービスしている

公益事業者が徴収する公共料金が同じであるなら，  

表-1 道路占用単価（国道単価）の新旧比較（一部抜粋） 
 旧単価（円） 新単価（円） 
第一種電話柱 甲地 

乙地 
丙地 

2000 
930 
690 

甲地  
乙地  
丙地  

950
560
480

外径が 0.07m 以
上 0.1m 未満のも
の（管路） 

甲地   
乙地   
丙地   

100 
48 
36 

甲地   
乙地   
丙地   

57
34
29

 

 

図-1 第一種電話柱 都道府県道占用単価(2008.3) 

 

 
図-2 第一種電話柱都道府県道占用単価(2009.10)  

 

各地方自治体が徴収する道路占用料の額も同じである

べきである．つまり各地方自治体が徴収した金額を公共

サービスに利用することから道路占用料金の差額は，各

自治体の公共サービスの差額となっており不公平である． 
また，現在の我が国における制度は，地上設備（電柱

等）は点での占用となり地下設備は線での占用となる．

これは地上設備の方が公益事業者にとって有利な制度と

なっており，地上設備構築へ誘導している． 

最後に土地価格が高くない地方部の道路占用料金の大部

分は道路建設費の負担金となっている．例えば第１種電

話柱で言うと算定上土地価値が0円であっても道路の造

成費を土地価格に加算することから404円/本の道路占用

料となる．このことから道路占用料の大部分は道路建設

費の負担金となっており，道路建設によって便益を受け

る他の住民や企業との受益負担の関係が歪められている

と言える． 

４．我が国における道路占用制度の歴史について 

道路占用料については，日本電信電話㈱が1985年に
誕生するまでは国の機関であったため電信電話事業は無

償であった． このためここでは，電気・ガス事業につ

いて述べるとする．東京市においては電気・ガス事業は

1883年に東京電燈，1885年に東京瓦斯が設立した．当
初から民間事業者であった電気・ガス事業においてはそ

の独占性により莫大な利益を上げていたこともあり特別

税を持って行政側が課税を開始した．これは一般税の引

き上げが限界に達し特別税に頼らざる得ない状況であっ

たことが理由である．当時の東京市における特別税の推

移を表-2に表す． 



表-2 明治後期の東京市特別税10) 

西暦 
（年） 

電柱税 
（1本） 

瓦斯管税 
（1間） 

備考 

1900 70 0.15 ガス管の口径４寸以上

1907 250 0.5   

1910 450 0.5   

1911 600 0.55 ガス管の口径条件撤廃

1912 900   報償償契約開始 

単位：銭 

その後特別税は急激に上昇しその金額はそのまま市民

の負担となったことから限界に達した．また大蔵省から

東京市へ高騰した特別税に対する行政指導行い，純益金

（純利益）や総収入に決まった割合をかけ合わせた額を

徴収する報償契約へ移行した．他の都市でも電柱税撤廃

運動がおこり全国的に報償契約へ徐々に移行した．この

ころ報償契約は後述するようにアメリカ合衆国などでも

一般的であった．その後1952年の新道路法が成立するま

での長期間，電気ガス事業については報償契約がつづい

た．新道路法成立後は，現在の土地価格をベースとした

道路占用料金に移行し現在に至る． 

５．各国の事例 

(1) 米国の道路占用制度について 

 米国の占用制度は連邦規則集の第 23 条 1 章 1.23 項
に道路敷の占用については「道路を損傷するなど交通の

自由で安全な流れを妨げない範囲で認められる」として

いる．またFHWA(Federal Highway Administration)
は州ごとに道路の占用料の徴収について決めることがで

きるとしている．米国は歴史的に報償契約を採用し道路

敷きの使用を行政が公益事業者に認める代わりに総収入

の一定率を公益事業者が納めるといった制度であった．

その後規制緩和が進み公益事業者に対しても競争を促進

することが必要となり１事業者へ独占的に道路の使用を

許可した報償契約は問題となった．新規事業者が参入し

競争促進をするために米国は現在報償契約制度から占用

税，公益事業税といったものに変わる必要があった．ま

た米国は，地方分権が進んでおり各地方自治体ごとにそ

うした制度にも相違があるため，以下の 4 都市につい
てここでは述べる． 
a) シカゴ市 
 シカゴ市における電話事業者に対する占用料金は，

1998 年までは報償契約であったが，電話事業の規制緩
和により社会基盤維持料金が創設された．2002 年に電
話税と一緒になり現在は電話税(5%)と社会基盤維持料
金（2%)の合計総収入の7%を徴収している． 
 また電気事業者に対しても同様に電気税と社会基盤維

持料金が課税されており，それぞれについて電気の使用

量（kwh）により課税額が決められている． 
 ガス事業者については占用税という形で道路占用料を

徴収しておりその額は総収入の8%である． 
 公益事業者への道路占用料等は，シカゴ市の歳入が

30 億ドル程度である中 5 億ドル以上を占めており重要
な歳入源として市にとって毎年安定した収入となってい

るのが特徴である． 
b) ヒューストン市 
 電話事業者への道路占用料は，リニアパーフット方式

を採用している．これはシカゴ市と同様に 1998年の電
話事業への規制緩和時に導入した方式である．1998 年
時のヒューストン市へ電話事業者からの報償契約額を市

に占用している設備量で割った単価から電話の引き込み

1 回線あたりの金額をその種別ごとに算出し，各電話会
社から徴収している．この単価は，消費者物価指数によ

り毎年調整されている． 
 一方，電気事業者は依然報償契約が残っており，

2005 年に道路等を使用する独占的で排他的な 30 年に
わたる契約を結んでいる．2009 年度は予算ベースで
9930 万ドルである．毎年，電気の使用量で微調整して
いる． 
 またガス事業者も，道路等を使用する対価として 3
年間の総収入の平均に 5%をかけ合わせた金額の報償契
約を結んでいる． 
 ヒューストン市においてもシカゴ市ほどではないが

30 億ドル程度の歳入の中で公益事業者への報償契約額
等は2億ドル近くになっている． 
c) ロサンゼルス市 
 ロサンゼルス市では道路占用料という形ではなく道路

敷き内の公益事業者設備を利用する対価として受益者で

ある市民より公共料金税を徴収している． 
 ロサンゼルス市における公共料金税は各公益事業者と

その対象により5.0%～12.5%となっている． 
ロサンゼルス市においてもこの収入が市の歳入の

10%弱となっていることから重要な市の歳入源になって
いることがわかる． 
d) ニューヨーク市 
 ニューヨーク市でもロサンゼルス市と同様に受益者で

ある市民より公共料金税を徴収している．同市の公共料

金税はより広義の公益事業者を対象としており鉄道事業

者や公共バス事業者にも広く課税しており，公益事業者

には市内総収入に対して2.35%を課税している．  
(2) 仏国における道路占用制度について 

 仏国の道路法の L122-3条において「道路敷に管路等
の占用をする場合は議会による法律によって設定され

る」となっている．また同法の L113-3では「電話事業
者，公共交通機関，電気やガスの事業者は工事を実施し

道路に占用できる」と規定している． 
 仏国の電話設備に対する道路占用料金は，郵便電話法

R52 条で定められてり設備量に単価をかけ合わせたも



のとなっており表-3に示す． 
表-3 仏国における電話事業者に対する占用料 

 地下占用においては国道の方が地方道よりも高額な占

用料金となっており地方道へ道路占用を誘導する施策と

なっている．また地方道においては地下占用が地上占用

に比べ大幅に低い金額となっており地下占用へのインセ

ンティブを与えていることが明らかである．国道におい

ても地下占用が地上占用より少し低い金額となっている． 
 電気事業者における占用料金は市道と県道ごとに課税

している．市道に対する道路占用料金は地方自治法

R2333-105 に，県道に対する道路占用料金は地方自治
法 R2333-104 に規定されており住民の数により道路占
用料金が規定さている． 

 ガス事業者に対する占用料金は，地方自治法の

R2333-114 に規定されておりガスの設備量に応じて次
式により課金されおりこの最大額を各自治体が徴収して

いる． 

 

PR = (0.035 x L) + 100 €     -(１) 
PR 自治体が徴収できる占用料の最大額 
L ：市内のガスパイプの延長(m) 
 
 仏国における道路占用料金は地下の設備が道路の効用

に対する影響が少ないことから低い金額になっている． 
(3) 独国における道路占用制度について 

 独国では連邦道路法の第 8 条により公益事業者を特
別の使用といった形で仮設的な道路の使用形態と規定し

ており，占用者の財産権を認めておらず，我が国のそれ

に非常に似た思想となっていることがわかる． 
 連邦通信法第 68条第 1項において連邦政府は公共道
路に対する特権という形で公共の目的の電話は道路敷を

無償で使用できるとしている．また第 69条の第 1項に
おいてこの権限を連邦政府は公共サービス網担当庁を通

じて，申請に基づき公共的通信網事業者に譲渡できると

している．つまり電話事業者は，許可時の手数料のみで

道路敷を無償で占用できる． 
電気事業者については電気とガスにおける占用料金

に関する法令で電気の使用量と人口により占用料の最大

値が規定されている．使用量・人口が増えるに従い占用

単価が増加すると同時にオフピーク時の占用料金は割安

（半額以下）となっており政策的な意図が強く組み込ま

れている． 

 ガス事業者については電気事業と同様に電気とガスに

おける占用料金に関する法令でガスの使用量，人口及び

使用目的により道路占用料金の最大値が規定されている．

ガスにはオフピークによる割引はない． 
 道路法自体は日本のそれに類似しているが独国は政策

的な意図に基づき道路占用料を課金している． 
(4) 電信電話事業に特化した事例 

日本では電信電話事業者は1869年にスタートし当初は

国（公共）の事業であった．その後日本電信電話公社を

経て1985年に民営化されている．世界的に見ても1984年

に英国のBTが民営化され，国から特権を与えられていた

米国のAT&Tが分割されたことを見ても1980年代に国の事

業から公共と民間の中間的な公益事業者へ変貌したとい

える．さらに1990年代に技術革新，電話料金の高止まり

を背景に規制緩和・競争促進に各国が舵を切った．1990

年代に多くの国の電気通信事業法が改正される，又は新

しい法律が制定されている．このことから多くの電信電

話事業者は，公共から公共と民間の中間的な存在である

公益事業者へ移ったといえる．今後も電信電話事業の著

しい技術革新によって公益事業としての特性に変化が生

じることが予想できる． 

a) 韓国  韓国は歴史的な背景もあり日本の制度と酷

似しており，道路法第41条の下に道路法施行令第42条

にて道路占用制度を規定し道路占用料を決定している．

道路占用料の決定方法も日本と同様に土地価格をベース

としている． 

b) ポルトガル 当国の電気通信事業法第106条により

道路占用料の最大値を規定している．その最大値は，電

話事業者の総勘定の 0.25%を超えない範囲で各自治体が

決定できることとなっており，ほとんどの自治体で

0.25%を採用していと思われる． 

c) スペイン 地方税法の第 24 条にてそれぞれの自治

体が公益事業者の年間売上総収入の 1.5%を徴収すると

している． 

d) イタリア イタリアは電気通信事業法第 93 条によ

り二通りの道路占用料から選択できる．一つ目は設備量

による方法で道路種別により分類される．(イタリア A

方式)もう一方の方法は，人口に基づく方法である．(イ

タリアB方式） 

e) その他の無償の国について カナダでは，道路占用

料の導入を自治省と多くの市が一体となり試み最高裁判

所まで争ったが，公益事業者の道路敷を無償利用すると

いう結果になった．ベルギーでは，「経済的公益事業者

の構造改革法」により電話に対する道路使用に対してそ

の対価や税を課すことはできないと規定している．その

他 EU ではデンマーク，ドイツ，ルクセンブルク，オー

ストリア，フィンランド，英国においては道路敷きを無

償で利用できる． 

 地下占用 
(管路等) 

架空占用 
(電線等） 

地上占用
（電柱等） 

国道 300€ /km 40€ /km 20€ /m2 

県道 30€ /km 40€ /km 20€ /m2 

市道 30€ /km 40€ /km 20€ /m2 



６．各制度の比較分析 

 我が国及び各国の道路占用料金課金方式を表-4 にま
とめる． 

表-4 各国の道路占用制度方式別一覧 
占用料の決定根拠 採用方式 
① 設備量 日本（現在，明治後期（報償契約前）） 

ヒューストン市（電話） 
仏国（電話・ガス）韓国（電話） 
イタリア（電話A） 

② 総収入 シカゴ市（電話・ガス） 
ヒューストン市（電気・ガス） 
ロサンゼルス市 ニューヨーク市 
日本（戦前：電気・ガス報償契約） 
スペイン（電話），ポルトガル（電話） 

③ 総益金 日本（戦前：電気・ガス報償契約） 
④ 使用量(発電

量など) 
シカゴ市（電気） 独国（電気・ガス） 

⑤  人口 イタリア（電話B）仏国（電気） 
⑥ 無償利用 デンマーク（電話）ドイツ（電話） 

ルクセンブルク（電話）英国（電話） 
オーストリア（電話）ベルギー（電話） 
フィンランド（電話） 

(1) 設備量に対して課金する方式 
 現在の日本の占用料は政策的ではなく道路への賃貸料

金といった課金方式になっている．一方明治後期の日本，

仏国は地上設備と地下設備にメリハリをつけた課金方式

であった． 
表-5日本と仏国,韓国の電話事業配線方法による占用料 

注)１ウオン＝0.08円，１€ =111円, 
1900年東京市は現在貨幣価値換算で試算  

設備量に対して課金する方式を採用している国において

1km 当たりの占用料を電柱方式で設置した場合と管路
方式で設置した場合の相違を表-5 に表す．これは電柱
を単純に 30m スパンで設置しその電柱に電話線１本を
張り巡らしたものと地下に管路と電話線を設置し単純に

マンホール等を設置することなく直線上に占用したケー

スを想定している． 
仏国は前述のとおり道路の大部分が地方道であり地

方道を日仏で比較すると，地方道における我が国の地下

設備に対する占用料金が非常に高額であることは明らか

である．地下設備を建設するには道路を掘削する必要が

あり，地上設備に比べて高い費用が必要である．仏国は

インセンティブを与え，公益事業者の地上設備を地下へ

誘導する制度となっている． 
韓国については仏国とは逆のことが言え安価で効率

のいい地上方式が有利となるような制度をとっている． 
 設備量に基づく道路占用料を採用している国について

NTT 東日本エリアにそれぞれの方式・金額を採用した
場合の比較を図-3 に示す．結果は日本における地下設
備が非常に高額である．  
また韓国においては，地上設備が非常に安価であること

がわかる．逆にフランスは上記の通り総金額においても

地下設備が割安となっており地上設備より地下設備を採

用するようにインセンティブを与えていることがわかる．

 
図-3 設備量に基づく道路占用料採用国比較 

(2) 総収入に対する課金方式 
 我が国や米国の過去の報償契約も米国に今なお多く残

っている公共料金税等も地方自治体自身の裁量で財源を

確保することが可能である．総収入に対する課金は，規

制緩和が進んだ今，報償契約という形態をとることは難 
しく市民への課税という方式をとらざるを得ない．論拠

として市民が道路内にある公益事業者ネットワークを利

用した対価と言い換えることもできる． 

 
図-4 総収入方式採用都市と日本の都市の比較 

(3) 総益金（純利益）に対する課金 
 論拠は「(2)総収入に対する課金方式」と同様に市民
が道路内にある公益事業者ネットワークを利用した対価

ということができる．しかし(2)の方式に比べ公益事業
者の利益の増減の影響を受け安定した税収とはならない． 
(4) 使用量への課金 
 使用量への課金は，電話事業では採用されていない．

電気事業などにおける論拠としては道路内の公益事業者

設備をどれだけ利用したかについて市民にその使用量に

より負担させるという考え方である． 

    
電柱方式 

(円/km) 

管路方式

（円/km） 

電柱方式/

管路方式 

仏 

国 

国道 41070 33300 1.23 

地方道 41070 3330 12.33 

韓

国 

甲地 4884 92000  0.05 

丙地 2244 16000  0.14 

日

本 

国道（甲地） 40350 63000 0.64 

国道（丙地） 20840 32000 0.65 

東京 21 区内 147250 220000 0.67 

東京都港区 231490 440000 0.53 

東京市(1900 年) 82500 3000 27.50



(5) 人口への課金 
道路敷き内を利用している公益事業者サービスを受

益しているもの一人当たりに対して一定金額負担しても

らおうという考え方である． イタリア B 方式で人口へ
の単価を NTT 東日本エリア契約者数にかけ合わせた総
収入に対する割合は，わずか 0.1%となり，他の制度に
比べて低いことが明らかになった． 
(6) 道路占用料が無償 
 前述のようにヨーロッパには多くの道路占用料が無償

の国がある．これらは，公共と公益事業者が国民市民に

とって同様のサービスであると考え道路敷きの使用に関

しても同様の扱いとなっていると言える． 
７．まとめ 

本研究の結果，表-6 に示す通り我が国が採用してい
る土地の価格に基づく設備量方式は，各自治体市民間で

不公平となり，制度上地上設備を構築する方が有利な方

式となっている．仏国のような道路への影響を考えた設

備量方式にすることにより，各自治体市民間の不公平是

正や，地下設備への誘導が可能であるということも本研

究において示せた．総収入による方式では，制度上その

上限を設けない限り比較的大きな徴収金額を徴収してい

る．これは，違う見方をすれば自治体としては財源確保

をする上で有効な方法である．人口による方式は，電話

事業においてはイタリアＢ方式のみでありそれほど大き

な徴収金額とはなっていない．使用量による方式は，電

話事業では存在せず，独国の電気事業などに適用されて

おり，オフピーク料金を導入するなど政策的に自由な制

度となっていることがわかった．  
 

表-6 各方式比較一覧 

占用料の決定根

拠 

自治体間市

民の公平性 

地下への誘

導 

総収入に対す

る徴収金額注)

設備量方式 

（土地価格） 

× × 0.9%～2.5% 

設備量方式 

(道路への影響) 

○ ○ 0.2%～0.4% 

総収入方式 ○ △ 0.25%～12.5%

総益金方式 ○ △ ＊ 

人口方式 ○ △ 0.1% 

使用量方式 × △ ＊ 

無償方式 ○ △ 0.0% 

注) 電信電話事業に限る. 

現在の固定資産評価額に基づき道路占用単価を決定

する方法は，今回調査した中では戦後日本と韓国のみの

制度であり，公物に対する私権の問題や他の行政財産の

使用に関わる制度との整合性などからその有効性に問題

があることがわかった．  
 道路占用料の考え方は，各国の成り立ち，思想や時の

社会情勢により様々であり特に規制緩和とともに変化を

遂げてきた．日本では現在の道路法を設定後に社会の情

勢が変わってきた中で，財源の確保，大企業からの徴収

といった側面のみに着目しその制度自体の成り立ちや改

善といった側面までは検討できていない．道路は交通政

策上重要でありその無制限な占用を制限することは必要

である．しかし公益事業者は全国一律のサービスの提供

をする必要があり不採算な地域でも公益事業者はサービ

ス提供をする義務がある．例えば行政側の計画が大きく

変更になり過剰な設備を構築するケースやほとんど費用

が回収できない地域に設備を構築するケースも多くある．

そういった場合には現在の設備量に基づく方式は公益事

業者が道路敷きを利用することにおいて受益者とはいえ

ない．現在の各国の制度は，公益事業者を受益者として

みるのではなく，そのサービス受益者つまり市民こそが

道路敷き利用の受益者であるという考え方が多く，現在

多くの公益事業者が競争している我が国の状態では後者

の考え方つまり受益者は市民であるというとらえ方が適

していると考える． 
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